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意見 

 「中小企業退職金共済法施行規則における押印原則の見直しについて」の資料注釈

で、「※その他、運用上押印等を求めている手続についても、その手続の性質等を踏ま

え、必要に応じて所要の代替措置を講じた上で、押印等を不要とする方向で検討中」

とあるが、押印等を不要とすることで、被共済者が不利益を被ることがないように、

くれぐれも慎重な検討をお願いしたい。 
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